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第２９回 内子町農業委員会定例総会議事録 
  
１. 開催日時  令和７年７月２５日（金） 午後２時００分～午後２時５３分 
２. 開催場所  内子分庁 ３階 大会議室 

３. 出席委員（２０名） 
 
４. 欠席委員（３名） 
５．議 案 

議事録署名委員の指名 

報告第１号 農地法第３条の３の規定による届出について 

報告第２号 農業経営基盤強化促進法第１９条第１項の規定による内子町農用地 
利用集積計画の期間延長について 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 
議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第３号 非農地証明について 
議案第４号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１項の規定による 

内子町農用地利用集積等促進計画の決定について 

 

６. 農業委員会事務局職員（３名） 
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７. 会議の概要 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

それでは、時間もまいりましたので、只今から７月の定例総会を開会 

いたします。起立、一同礼、着席。 

 

本日の定例総会ですが、農業委員が１４名出席、推進委員が６名出席

で、定足数に達しておりますので総会は成立しております。 

それでは、会長にごあいさつをいただき、会議規則により議事進行につ

いては、会長にお願いいたします。 

 

皆さんこんにちは。毎日暑い日が続いております。雨も最近は降ら

なくなり、作物の管理に苦労されている方もおられると思います。内

子町では落葉果樹が多く作られていますが、モモが盛んに出荷されて

いると聞いております。これからブドウ、梨、柿と移っていくと思い

ますが、昨年はカメムシの被害があり苦労された方も多いかと思いま

す。今年は何とか昨年の分もカバーできるよう頑張っていただければ

と思います。先日新潟の知り合いと話す機会があり、新潟のほうでは

雨がなく、稲が枯れているそうです。新潟の知り合いが言うには「今

年も米は高いだろう。」と言っておりました。今年は昨年のようにな

らないようにできてくれればと思っております。来月から本格的に稲

刈りが始まりますが、そういった状況に注視していきたいと思いま

す。 

 それでは、ただいまより第２９回内子町農業委員会定例総会を開催

いたします。事務局より本日の日程の説明をいたします。 

 

それでは、本日の日程についてご説明をいたします。 

報告第１号 農地法第３条の３の規定による届出について、１２件、 

報告第２号 農業経営基盤強化促進法第１９条第１項の規定による内

子町農用地利用集積計画の期間延長について、１件、 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について７件、 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について１件、 

議案第３号 非農地証明について、３件、 

議案第４号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１項の

規定による内子町農用地利用集積等促進計画の決定について、３件、 

案件は以上でございます。 

 

それでは、只今から議案の審議に入ります。本日の議事録署名人の指名

をいたします。署名人に●番●委員、●番●委員を指名いたしますのでよ
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会長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

事務局 

 

ろしくお願いします。 

 

それでは、報告第１号、農地法第３条の３の規定による届出について

事務局より説明をいたします。 

 

報告第１号は１２件でございます。議案書のほうは１ページから２３

ページまでになります。個別の説明については割愛させていただきます

が、相続により農地の所有権を取得した旨の届出がありましたのでご報告

いたします。 

以上でございます。 

 

只今の報告第１号について、発言のある方はございませんか。 

 

（発言なし） 

 

特にないようですので、以上で報告第１号を終わります。 

 

それでは、報告第２号、農業経営基盤強化促進法第１９条第１項の規

定による内子町農用地利用集積計画の期間延長について、事務局より説

明をいたします。 

 

報告第２号は１件でございます。議案書のほうは２４ページ、２５ペ

ージになります。個別の説明については割愛させていただきますが、地

域計画が策定される前に農業経営基盤強化促進法により利用権設定が

なされたもので、契約期間の延長を行う旨の報告がありましたのでご報

告いたします。 

 

只今の報告第２号について、発言のある方はございませんか。 

 

（発言なし） 

 

特にないようですので、以上で報告第２号を終わります。 

 

次に、議案第１号、農地法第３条第１項の規定による許可申請について

審議します。議案第１号の１について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案書の２６ページをご覧ください。議案第１号の１につ

いてご説明いたします。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

●番 

●委員 

 

 

 

 

 

 

 

申請地は、内子町●の農地、田１筆、畑２筆、合計３筆、８６３㎡です。 

譲渡人は、松山市●の●さん、譲受人は、内子町●の●さんで、売買に

よる所有権移転です。●さんは、申請地に隣接している●さん所有の住宅

を購入し居住する予定となっております。 

それでは、別紙調査書の１ページをご覧ください。農地法第３条第２項

の各号についてご説明いたします。 

第１号の全部効率利用要件ですが、●さんは●にお住まいで、今回申

請地を●さんに売買することになったそうです。●さんは、●で●をし

ており、新規就農になります。生産に必要な農機具は、クワを保有して

おり、●さんからトラクターを譲り受ける予定です。この他、必要な農

機具があれば購入予定であります。農作業経験はありませんが、両親の

農作業の手伝いを２０年ほど行っておりますので、農業に必要な技術は

あると考えられます。また、申請地までは、車で２分ほどのため、全部

効率利用要件は満たされると見込まれます。 

第２号、第３号については該当いたしません。第４号の農作業常時従事

者ですが、譲受人が年間１５０日以上農作業に従事することから、農作業

常時従事者と見込まれます。第６号の転貸にも該当していません。第７号

の地域の調和要件についても、譲受人は地域の取り決めに従い支障のない

よう耕作するものであり、地域農業の調和を乱すような権利取得にはなら

ないと考えています。 

２ページをお開きください。別紙１の農地法その他の農業に関する法令

の遵守の状況等についてですが、農地法、農業振興地域の整備に関する法

律、種苗法、農薬取締法などの違反は見受けられず、過去に農地等を取得

後３年以内に権利移動や転用を行っていないことから問題はないものと

見込まれます。 

以上、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

事務局から説明がありました。調査の報告をお願いします。 

 

７月１９日、農業委員の●さんと一緒に、申請人代理人である行政書

士の●に電話で話を聞きました。 

譲渡人の●さんは、●にお住まいで十分な耕作管理ができないことか

ら、申請地を●さんに譲り渡すことになったそうです。 

●さんは、申請地を譲り受けて農業に取り組みたいとのことです。農業

歴はありませんが、両親の農業の手伝いを行っていたことから農業の経験

はあります。生産に必要な農機具は、クワなど持っており、トラクターを

近々譲り受ける予定です。この他、必要な農機具があれば積極的に購入予

定であります。また、農作業の従事日数年間１５０日を見込んでおり、申
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●番 

●委員 
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会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請地は車で２分ほどのため、全部効率利用要件は満たされると見込まれま

す。  

農業に関する法令などにも違反していないことから、特に問題はないと

思われますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

調査の報告がありました。本件を許可することに異議はございません

か。 

 

（全員異議なし） 

 

異議なしと認め、本件を許可することに決定しました。 

 

次に、議案第１号の２について審議します。事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案書の２６ページをご覧ください。議案第１号の２につ

いてご説明いたします。 

申請地は、内子町●の農地、畑５筆、合計１，８４６㎡です。 

譲渡人は、●の●さん、譲受人は、内子町●の●さんで、売買による所

有権移転です。 

それでは、別紙調査書の３ページをご覧ください。農地法第３条第２項

の各号についてご説明いたします。 

第１号の全部効率利用要件ですが、●さんは●にお住まいで耕作管理

が出来ないことから、今回申請地を●さんに譲り渡すことになったそう

です。●さんは、内子町●にお住まいで、これまで申請地を借り受けて

農業を行っていましたが、この度話がまとまり売買することになったそ

うです。生産に必要な農機具は、軽トラや動噴などを保有しており、必

要な農機具があれば購入する予定であります。農業歴は８年で、両親も

農作業を行っていますので、農業に必要な技術はあると考えられます。

また、申請地までは、徒歩で５分ほどの距離であることから、全部効率

利用要件は満たされると見込まれます。 

第２号、第３号については該当いたしません。第４号の農作業常時従事

者ですが、譲受人が年間２００日以上農作業に従事することから、農作業

常時従事者と見込まれます。第６号の転貸にも該当していません。第７号

の地域の調和要件についても、譲受人は地域の取り決めに従い支障のない

よう耕作するものであり、地域農業の調和を乱すような権利取得にはなら

ないと考えています。 

４ページをお開きください。別紙１の農地法その他の農業に関する法令

の遵守の状況等についてですが、農地法、農業振興地域の整備に関する法
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律、種苗法、農薬取締法などの違反は見受けられず、過去に農地等を取得

後３年以内に権利移動や転用を行っていないことから問題はないものと

見込まれます。 

以上、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

事務局から説明がありました。調査の報告をお願いします。 

 

７月１７日、推進委員の●さんと一緒に、申請人代理人である 行政

書士の●に電話で話を聞きました。 

譲渡人の●さんは、県外にお住まいで耕作管理ができないことから、申

請地を●さんに譲り渡すことになったそうです。 

●さんは、これまで申請地を借り受けて耕作しておりましたが、この度

譲り受けて農業に取り組むことになったそうです。農業歴は８年で、両親

にも農作業を手伝ってもらっております。生産に必要な農機具は、軽トラ

ックや動噴など持っており、必要な農機具があれば積極的に購入予定であ

ります。また、農作業の従事日数年間２００日を見込んでおり、申請地は

歩いて５分ほどのため、全部効率利用要件は満たされると見込まれます。  

農業に関する法令などにも違反していないことから、特に問題はないと

思われますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

調査の報告がありました。本件を許可することに異議はございません

か。 

 

（全員異議なし） 

 

異議なしと認め、本件を許可することに決定しました。 

 

次に、議案第１号の３について審議します。事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案書の２６ページをご覧ください。議案第１号の３につ

いてご説明いたします。 

申請地は、内子町●の農地、畑１筆、６０㎡です。 

譲渡人は、内子町●の●さん、譲受人は、内子町●の●さんで、贈与に

よる所有権移転です。 

それでは、別紙調査書の５ページをご覧ください。農地法第３条第２項

の各号についてご説明いたします。 

第１号の全部効率利用要件ですが、●さんは相手方の要望により申請

地を譲り渡すことになりました。●さんは、内子町●にお住まいで、生
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産に必要な農機具は、軽トラや耕うん機などを保有しており、必要な農

機具があれば購入する予定であります。農業歴は６５年になりますの

で、農業に必要な技術はあると考えられます。また、申請地は、自宅か

ら１００ｍほどの距離であることから、全部効率利用要件は満たされる

と見込まれます。 

第２号、第３号については該当いたしません。第４号の農作業常時従事

者ですが、譲受人が年間３００日以上農作業に従事することから、農作業

常時従事者と見込まれます。第６号の転貸にも該当していません。第７号

の地域の調和要件についても、譲受人は地域の取り決めに従い支障のない

よう耕作するものであり、地域農業の調和を乱すような権利取得にはなら

ないと考えています。 

６ページをお開きください。別紙１の農地法その他の農業に関する法令

の遵守の状況等についてですが、農業振興地域の整備に関する法律、種苗

法、農薬取締法などの違反は見受けられません。農地法の違反がありまし

たが、追認許可済みとなっており、問題はないものと見込まれます。 

以上、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

事務局から説明がありました。調査の報告をお願いします。 

 

７月１６日、農業委員の●さんと一緒に譲渡人の●さん、譲受人の●さ

んと現地立会のうえ調査し、また申請人代理人である行政書士の●に行

き話を聞きました。 

譲渡人の●さんは、相手方の要望により申請地を譲り渡すことになった

そうです。 

●さんは、申請地を譲り受けて農業に取り組むとのことです。農業歴は

６５年で、妻も農作業を行っております。生産に必要な農機具は、軽トラ

ックや耕うん機など持っており、必要な農機具があれば積極的に購入予定

であります。また、農作業の従事日数年間３００日を見込んでおり、申請

地は歩いて２、３分ほどのため、全部効率利用要件は満たされると見込ま

れます。  

農地法第４条の追認許可済みで、他に農業に関する法令などにも違反し

ていないことから、特に問題はないと思われますので、ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

調査の報告がありました。本件を許可することに異議はございません

か。 

 

（全員異議なし） 
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会長 

 

●番 

●委員 

 

 

 

異議なしと認め、本件を許可することに決定しました。 

 

次に、議案第１号の４について審議します。事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案書の２７ページをご覧ください。議案第１号の４につ

いてご説明いたします。 

申請地は、内子町●の農地、田２筆、合計１，４７６㎡です。 

譲渡人は、内子町●の●さん他１名、譲受人は、内子町●の●さんで、

売買による所有権移転です。 

それでは、別紙調査書の７ページをご覧ください。農地法第３条第２項

の各号についてご説明いたします。 

第１号の全部効率利用要件ですが、●さんは、内子町●にお住まいで、

新規就農になります。生産に必要な農機具は、トラクターや管理機など

を親族から借りて利用する計画であり、この他必要な農機具があれば購

入する予定であります。農業歴は、親族の農作業を手伝った経験が２０

年ありますので、農業に必要な技術はあると考えられます。また、申請

地は、自宅から車で１０分ほどの距離であることから、全部効率利用要

件は満たされると見込まれます。 

第２号、第３号については該当いたしません。第４号の農作業常時従事

者ですが、譲受人が年間１５０日以上農作業に従事することから、農作業

常時従事者と見込まれます。第６号の転貸にも該当していません。第７号

の地域の調和要件についても、譲受人は地域の取り決めに従い支障のない

よう耕作するものであり、地域農業の調和を乱すような権利取得にはなら

ないと考えています。 

８ページをお開きください。別紙１の農地法その他の農業に関する法令

の遵守の状況等についてですが、農地法、農業振興地域の整備に関する法

律、種苗法、農薬取締法などの違反は見受けられず、過去に農地等を取得

後３年以内に権利移動や転用を行っていないことから問題はないものと

見込まれます。 

以上、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

事務局から説明がありました。調査の報告をお願いします。 

 

７月１６日、農業委員の●さんと一緒に、申請人代理人である行政書

士の●に伺って話を聞きました。 

譲渡人は、農地の管理ができないことから、申請地を●さんに譲り渡す

ことになったそうです。 
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●さんは、申請地を譲り受けて農業に取り組みたいとのことです。農地

は所有していませんが、親族の農業を手伝った経験が２０年ありますの

で、農業の経験はあります。生産に必要な農機具は、親族が所有している

管理機などを借りて使用するとのことです。また、必要な農機具があれば

購入予定であります。農作業の従事日数は、年間１５０日を見込んでおり、

申請地は車で１０分ほどのため、全部効率利用要件は満たされると見込ま

れます。  

農業に関する法令などにも違反していないことから、特に問題はないと

思われますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

調査の報告がありました。本件を許可することに異議はございません

か。 

 

（全員異議なし） 

 

異議なしと認め、本件を許可することに決定しました。 

 

次に、議案第１号の５について審議します。事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案書の２７ページをご覧ください。議案第１号の５につ

いてご説明いたします。 

申請地は、内子町●の農地、田３筆、合計４，４４２㎡です。 

譲渡人は、松山市●の●さん、譲受人は、内子町●の●さんで、贈与に

よる所有権移転です。 

それでは、別紙調査書の９ページをご覧ください。農地法第３条第２項

の各号についてご説明いたします。 

第１号の全部効率利用要件ですが、●さんは、内子町●にお住まいで、

申請地を取得して栗を栽培する計画です。生産に必要な農機具は、耕う

ん機を所有しており、必要な農機具があれば購入する予定であります。

農業歴は１１年ありますので、農業に必要な技術はあると考えられま

す。また、申請地は、自宅から徒歩で３０分ほどの距離であることから、

全部効率利用要件は満たされると見込まれます。 

第２号、第３号については該当いたしません。第４号の農作業常時従事

者ですが、譲受人が年間１５０日以上農作業に従事することから、農作業

常時従事者と見込まれます。第６号の転貸にも該当していません。第７号

の地域の調和要件についても、譲受人は地域の取り決めに従い支障のない

よう耕作するものであり、地域農業の調和を乱すような権利取得にはなら

ないと考えています。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

●番 

●委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ページをお開きください。別紙１の農地法その他の農業に関する法

令の遵守の状況等についてですが、農地法、農業振興地域の整備に関する

法律、種苗法、農薬取締法などの違反は見受けられず、過去に農地等を取

得後３年以内に権利移動や転用を行っていないことから問題はないもの

と見込まれます。 

以上、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

事務局から説明がありました。調査の報告をお願いします。 

 

７月１７日、農業委員の●さんと一緒に、申請人の●に電話で話を聞

きました。 

●さんは、申請地を譲り受けて栗の栽培に取り組むとのことです。農業

歴は、１１年であります。生産に必要な農機具は、耕うん機など持ってお

り、必要な農機具があれば積極的に購入予定であります。また、農作業の

従事日数年間１５０日を見込んでおり、申請地は歩いて３０分ほどのた

め、全部効率利用要件は満たされると見込まれます。  

農業に関する法令などにも違反していないことから、特に問題はないと

思われますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

調査の報告がありました。本件を許可することに異議はございません

か。 

 

（全員異議なし） 

 

異議なしと認め、本件を許可することに決定しました。 

 

次に、議案第１号の６について審議します。事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案書の２７ページをご覧ください。議案第１号の６につ

いてご説明いたします。 

申請地は、内子町●の農地、畑３筆、合計６６９㎡です。 

譲渡人は、松山市●の●さん、譲受人は、松山市●の●さんで、売買に

よる所有権移転です。 

それでは、別紙調査書の１１ページをご覧ください。農地法第３条第２

項の各号についてご説明いたします。 

第１号の全部効率利用要件ですが、●さんは新規就農になりますが、

農作業の経験は４年ほどあります。生産に必要な農機具は、草刈機など

を保有しており、必要な農機具があれば購入する予定です。また、●さ
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

●番 

●委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

会長 

 

んは、現在松山市●にお住まいですが、今年の８月上旬までに内子町●

に移住予定で、申請地は●の自宅の横になり、徒歩で１分ほどの距離で

あることから、全部効率利用要件は満たされると見込まれます。 

第２号、第３号については該当いたしません。第４号の農作業常時従事

者ですが、譲受人が年間１５０日以上農作業に従事することから、農作業

常時従事者と見込まれます。第６号の転貸にも該当していません。第７号

の地域の調和要件についても、譲受人は地域の取り決めに従い支障のない

よう耕作するものであり、地域農業の調和を乱すような権利取得にはなら

ないと考えています。 

１２ページをお開きください。別紙１の農地法その他の農業に関する法

令の遵守の状況等についてですが、農地法、農業振興地域の整備に関する

法律、種苗法、農薬取締法などの違反は見受けられず、過去に農地等を取

得後３年以内に権利移動や転用を行っていないことから問題はないもの

と見込まれます。 

以上、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

事務局から説明がありました。調査の報告をお願いします。 

 

７月１９日、農業委員の●さんと一緒に、申請人●さんにお会いし、話

を聞きました。 

譲渡人の●さんは、●にお住まいで十分な耕作管理ができないことか

ら、申請地を●さんに譲り渡すことになったそうです。 

●さんは、８月頃までに内子町●に移住し、申請地を譲り受けて農業に

取り組みたいとのことです。農業歴は４年あり、生産に必要な農機具は、

草刈機など持っております。また、必要な農機具があれば積極的に購入予

定であります。農作業の従事日数は、年間１５０日を見込んでおり、申請

地は●の自宅の横で、徒歩１分のため全部効率利用要件は満たされると見

込まれます。  

農業に関する法令などにも違反していないことから、特に問題はないと

思われますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

調査の報告がありました。本件を許可することに異議はございません

か。 

 

（全員異議なし） 

 

異議なしと認め、本件を許可することに決定しました。 

次に、議案第１号の７について審議します。事務局の説明を求めます。 
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会長 

 

●番 

●委員 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、議案書の２７、２８ページをご覧ください。議案第１号の

７についてご説明いたします。 

申請地は、内子町●の農地、畑５筆 ８，６９０㎡です。 

譲渡人は、埼玉県●の●さん、譲受人は、内子町●の●さんで、贈与に

よる所有権移転です。 

それでは、別紙調査書の１３ページをご覧ください。農地法第３条第２

項の各号についてご説明いたします。 

第１号の全部効率利用要件ですが、●さんは●在住で耕作管理が出来

ないことから申請地を譲り渡すことになりました。●さんは、内子町●

にお住まいで、農業歴は１０年になります。生産に必要な農機具は、軽

トラや草刈機などを保有し、必要な農機具があれば購入予定でありま

す。農作業経験は、１０年でありますので、農業に必要な技術はあると

考えられます。また、申請地は車で５分のほどの所にあることから、全

部効率利用要件は満たされると見込まれます。 

第２号、第３号については該当いたしません。第４号の農作業常時従事

者ですが、譲受人が年間１５０日以上農作業に従事することから、農作業

常時従事者と見込まれます。第６号の転貸にも該当していません。第７号

の地域の調和要件についても、譲受人は地域の取り決めに従い支障のない

よう耕作するものであり、地域農業の調和を乱すような権利取得にはなら

ないと考えています。 

１４ページをお開きください。別紙１の農地法その他の農業に関する法

令の遵守の状況等についてですが、農地法、農業振興地域の整備に関する

法律、種苗法、農薬取締法などの違反は見受けられず、過去に農地等を取

得後３年以内に権利移動や転用を行っていないことから問題はないもの

と見込まれます。 

以上、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

事務局から説明がありました。調査の報告をお願いします。 

 

７月２２日、推進委員の●さんと一緒に、申請代理人の行政書士●に

電話で話を聞きました。 

譲渡人の●さんは、●にお住まいで耕作管理ができないことから、申請

地を●さんに譲り渡すことになったそうです。 

●さんは、申請地を譲り受けて農業に取り組むとのことです。農業歴は、

１０年であり、妻や義理の母も農作業を手伝います。生産に必要な農機具

は、軽トラや草刈機など持っており、必要な農機具があれば積極的に購入

予定であります。また、農作業の従事日数年間１５０日を見込んでおり、
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会長 

 

 

 

 

会長 
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会長 

 

●番 

●委員 

 

 

申請地は車で５分ほどのため、全部効率利用要件は満たされると見込まれ

ます。  

農業に関する法令などにも違反していないことから、特に問題はないと

思われますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

調査の報告がありました。本件を許可することに異議はございません

か。 

 

（全員異議なし） 

 

異議なしと認め、本件を許可することに決定しました。 

 

次に、議案第２号、農地法第４条第１項の規定による許可申請について

審議いたします。事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案書の２９ぺージをご覧ください。議案第２号につい

てご説明いたします。地図の方は、２９から３１ページになります。 

申請地は、内子町●の農地、畑６筆 ３，３０９㎡です。申請人

は、内子町●の●さんで、転用の目的は、植林です。 

転用の理由といたしまして、申請地は山間でたびたび獣害にあってお

り、申請者も高齢となり今後の耕作管理ができないため、スギ・ヒノキ

を植林として山林として管理していきたいとのことです 

それでは、別紙調査書の１５ページをご覧ください。申請地につきまし

ては、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地又は

市街地として発展する可能性のある農地で、第２種農地と判断されますの

で、立地基準に適合しております。一般基準につきましては、調査書のと

おりです。申請地の周囲は林地化しており、隣接地とは十分に距離を取っ

て植林することから、周辺への影響は少ないものと見込まれるため、事務

局としてはこの転用目的には問題がなく、許可相当の案件ではないかと考

えております。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

事務局から説明がありました。調査の報告をお願いします。 

 

７月１７日、●委員さんと一緒に現地にて申請人に話を聞きました。 

先ほどの事務局の説明のとおり、申請地はたびたび獣害にあってお

り、また、現在８８歳と高齢になったため今後農地として管理してい

くことが困難な状態のため、スギ・ヒノキを植林し山林として管理し
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会長 

 

●番 

 ●委員 

 

 

 

たいということです。周囲に与える影響も少なく、特に問題は無いも

のと見込まれます。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

調査の報告がありました。本件を許可相当として、県知事に意見書を

進達することに異議はございませんか。 

 

（全員異議なし） 

 

異議なしと認め、本件を許可相当として県知事に意見書を進達すること

に決定しました。 

 

次に、議案第３号１、非農地証明について審議します。事務局の説明を

求めます。 

 

それでは、議案書の３２、３３ページをご覧ください。議案第３号１

についてご説明いたします。地図の方は、３４から３７ページになりま

す。３１ページにお戻りください。 

申請地は、内子町●、内子町●の農地、畑９筆 ３，８２６㎡で

す。申請人は、内子町●の●さんです。 

それでは、別紙調査書の１６ページをご覧ください。現地写真は１８ペ

ージから２５ページになります。１６ページにお戻りください。 

申請理由として、申請地の周囲が山林となり、日照不足となったこと

に加え、イノシシ等の鳥獣被害が激増して、収穫が極めて少なくなった

ため、１９９３年ごろにヒノキ・クヌギを植林し現在に至っているそう

です。農地への復旧は困難な状態となっており、始末書も提出されて

おります。また、判断基準である４項目も全て満たしており、事務局と

しては、非農地として判断して差し支えない案件ではないかと考えてお

ります。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

事務局から説明がありました。調査の報告を願います。 

 

７月１９日、農業委員の●さんと一緒に、申請人である●さんに電話

で話を聞きました。 

申請地は、周囲が山林となり日照不足になったことに加え、鳥獣被

害が激増し、収穫量が極めて少なくなったため、やむを得ず１９９３

年頃にヒノキ・クヌギを植林し、現在に至っております。 
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現地を確認しましたが、申請地の周辺は山林となっており、周囲の

農地への影響は、少ないものと見込まれますので、特に問題は無いも

のと思われます。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

調査の報告がありました。本件を非農地と判断して証明書を交付する

ことに異議はございませんか。 

 

（全員異議なし） 

 

異議なしと認め、非農地と判断して証明書を交付することに決定しまし

た。 

 

次に、議案第３号２、非農地証明について審議します。事務局の説明を

求めます。 

 

それでは、議案書の３８、３９ページをご覧ください。議案第３号２

についてご説明いたします。地図の方は、４０から４６ページになりま

す。３８ページにお戻りください。 

申請地は、内子町●、内子町●、内子町●の農地、畑７筆 ９，６

０４㎡です。申請人は、●の●さんです。 

それでは、別紙調査書の２６ページをご覧ください。現地写真は２８ペ

ージから３５ページになります。２６ページにお戻りください。 

申請理由として、申請地は、申請者の父が耕作しておりましたが、鳥

獣被害により農作業が困難となり平成１２年頃から耕作を放棄しており

ました。そのため雑木や雑草が生い茂り、現在では復旧困難な状態とな

っているため今回申請をされたそうです。また、判断基準である４項目

も全て満たしており、事務局としては、非農地として判断して差し支え

ない案件ではないかと考えております。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

事務局から説明がありました。まず●の調査報告を、その後、●の調

査報告をお願いします。 

 

７月１７日、農業委員の●さんと一緒に、申請代理人の行政書士● 

に電話で話を聞きました。 

申請地は、申請人の父が耕作しておりましたが、鳥獣被害のため農

作業が困難となり平成１２年頃から耕作管理を放棄しておりました。
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そのため、雑木や雑草が生い茂り、現在では復旧困難な状態となった

ため申請するそうです。 

現地を確認しましたが、周囲の農地への影響は少ないものと見込ま

れますので、特に問題は無いものと思われます。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

７月１９日、農業委員の●さんと一緒に、現地確認を行いました。 

申請地は、申請人の父が耕作しておりましたが、鳥獣被害のため農

作業が困難となり平成１２年頃から耕作管理を放棄しておりました。

そのため、雑木や雑草が生い茂り、現在では復旧困難な状態となった

ため申請するそうです。 

現地を確認しましたが、周囲の農地への影響は少ないものと見込ま

れますので、特に問題は無いものと思われます。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

調査の報告がありました。本件を非農地と判断して証明書を交付する

ことに異議はございませんか。 

 

（全員異議なし） 

 

異議なしと認め、非農地と判断して証明書を交付することに決定しまし

た。 

 

次に、議案第３号３、非農地証明について審議します。事務局の説明を

求めます。 

 

それでは、議案書の４７ページをご覧ください。議案第３号３につい

てご説明いたします。地図の方は、４８、４９ページになります。４７

ページにお戻りください。 

申請地は、内子町●の農地、田１筆 １，２４５㎡です。申請人

は、内子町●の●さんです。 

それでは、別紙調査書の３６ページをご覧ください。現地写真は３７ペ

ージ、３８ページになります。３６ページにお戻りください。 

申請理由として、申請地は、申請人の父が耕作しておりましたが、急

斜面のため農作業が困難となり平成１２年頃に、スギを植林し現在に至

っているそうです。農地への復旧は困難な状態となっており、始末書

も提出されております。また、判断基準である４項目も全て満たしてお

り、事務局としては、非農地として判断して差し支えない案件ではない
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かと考えております。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

事務局から説明がありました。調査の報告を願います。 

 

７月１５日、推進委員の●さんと一緒に、申請代理人の 行政書士● 

に電話で話を聞きました。 

申請地は、申請人の父が耕作しておりましたが、急傾斜のため農作

業が困難となり約２５年前にスギを植林して山林として利用してお

りました。現地を確認しましたが、周囲の農地への影響は少ないもの

と見込まれますので、特に問題は無いものと思われます。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

調査の報告がありました。本件を非農地と判断して証明書を交付する

ことに異議はございませんか。 

 

（全員異議なし） 

 

異議なしと認め、非農地と判断して証明書を交付することに決定しま

した。 

 

次に、議案第４号、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第

１項の規定による内子町農用地利用集積等促進計画の決定について審議

します。 

事務局の説明を求めます。 

 

議案書の５０ページをご覧ください。内子町長より令和７年７月８日

付けで農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１項の規定によ

る、農用地利用集積等促進計画の決定について承認を求められていま

す。 

集積計画の概要ですが、５１ページをご覧ください。利用権の新規設

定で、田が２筆 ３，１４０㎡です。 

集積計画の内訳については、５２ページをご覧ください。表の左側に

番号を打っておりますので、１番から順番にご説明いたします。 

 

１番 内子町●、内子町●の農地、田２筆、３，１４０㎡です。貸付

人は、内子町●の●さん、内子町●の●さん、借受人は、松山市●の●

で、使用貸借権の新規設定です。 
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２番 内子町●の農地、田１筆、２，３８３㎡です。 

貸付人は、●、借受人は、●さんで、使用貸借権の新規設定です。 

 

３番 内子町●の農地、田１筆、７５７㎡です。 

貸付人は、●、借受人は、●で、使用貸借権の新規設定です。 

 

以上、いずれの案件も農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条

第１項の規定の要件を満たしていると見込まれます。 

ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

事務局より説明がありました。本件について、ご意見、ご異議はあり

ませんか。 

 

（全員異議なし） 

 

 異議なしと認め、内子町農用地利用集積等促進計画は原案のとおり承

認することに決定しました。 

 

以上をもちまして本定例会に付議されました案件は全て終了いたしま 

した。よって、本日の議事を閉じたいと思います。 


